
埼 玉 県 社 会福 祉 施設 整 備 工 事検 査 実施 要 綱  

 

（ 目的）  

第 １条  この要 綱は 、県か ら補助 金の 交付を 受けて 社会 福祉施 設を整 備  

 する社 会福祉 法人 等（設立 準備会を 含む。以 下、「法 人等」と いう。） 

 に対し て行う 社会 福祉施 設整備 工事 検査（ 以下、 「検 査」と いう。 ）  

 に関し 、必要 な事 項を定 め、社 会福 祉施設 の適正 な整 備を図 ること を  

 目的と する。  

（ 実施機 関等）  

第 ２条  検査は 、福 祉部福 祉監査 課が 主体と なって 行う 。  

２  検 査 に は 、 施 設 整 備 を 担 当 す る 本 庁 担 当 課 又 は 県 福 祉 事 務 所 が 同 行

 し、必 要な協 力を 行う。  

３  社 会 福 祉 施 設 の 整 備 工 事 に 補 助 金 を 交 付 し 、 ま た は 交 付 す る 予 定 の

 市町村 は、当 該施 設の検 査に立 会う ことが できる 。  

（ 対象施 設）  

第 ３条  検査の 対象 は、法 人等が 社会 福祉施 設を創 設、 増築、 改築又 は  

 修繕す るに当 たり 、県の 補助金 が５ ，００ ０万円 以上 交付さ れ、又 は  

 交付さ れる見 込み のある 施設と する 。  

（ 実施区 分）  

第 ４ 条  検 査 の 実 施 区 分 は 、 着 工 時 検 査 、 中 間 時 検 査 及 び 完 成 時 検 査 と

 する。  

（ 検査方 法）  

第 ５条  検査は 、対 象とな る社会 福祉 施設に 出向い て行 う実地 検査と す  

 る。  

２  検査 の日数 は、 原則と して、 １社 会福祉 施設当 たり １日と するが 、  

 その規 模及び 内容 により 、複数 日と するこ とがで きる 。  

（ 実施時 期）  

第 ６条  検査の 実施 時期は 、次の とお りとす る。  

 (1) 着 工 時 検 査 は 、 概 ね 杭 打 ち 工 事 又 は 根 切 り 工 事 の 着 工 後 に 行 う 。 

 (2)  中間 時検査 は、概 ね躯体 工事 の完了 後に行 う。  

 (3)  完成 時検査 は、概 ね行政 検査 の完了 後に行 う。  



（ 検査項 目）  

第 ７条  検査の 項目 は、次 のとお りと する。  

 (1) 着工 時検査  

ア  工 事 施 工 業 者 及 び 設 計 事 務 所 （ 工 事 監 理 者 ） の 選 定 方 法 及 び 入

 札状況  

イ  工事 施工業 者及 び下請 業者の 工事 請負契 約内容 及び 配置技 術者  

ウ  設計 事務所 （工 事監理 者）及 び協 力事務 所の委 託契 約内容 、配  

 置技術 者及び 設計 成果品  

エ  補助 金交付 申請 書と工 事請負 契約 との照 合  

オ  工事 関係書 類と 施工状 況  

カ  工事 監理の 状況  

キ  工事 施工業 者及 び設計 事務所 （工 事監理 者）へ の支 払状況  

ク  建設 用地の 購入 （賃貸 借）契 約及 び登記 の状況  

ケ  建設 資金の 確保 の状況  

コ  その 他  

 (2)  中間 時検査  

ア  工 事 施 工 業 者 及 び 下 請 業 者 の 工 事 請 負 契 約 内 容 及 び 配 置 技 術 者

 の変更  

イ  設 計 事 務 所 （ 工 事 監 理 者 ） 及 び 協 力 事 務 所 の 委 託 契 約 内 容 及 び

 配置技 術者の 変更  

ウ  工事 請負契 約後 の補助 金交付 申請 書との 相違  

エ  工事 関係書 類と 施工状 況  

オ  工事 内容の 変更  

カ  工事 監理の 状況  

キ  工事 施工業 者及 び設計 事務所 （工 事監理 者）へ の支 払状況  

ク  その 他  

 (3) 完成 時検査  

ア  工 事 施 工 業 者 及 び 下 請 業 者 の 工 事 請 負 契 約 内 容 及 び 配 置 技 術 者

 の変更  

イ  設 計 事 務 所 （ 工 事 監 理 者 ） 及 び 協 力 事 務 所 の 委 託 契 約 内 容 及 び

 配置技 術者の 変更  



ウ  工事 請負契 約後 の補助 金交付 申請 書との 相違  

エ  工事 関係書 類と 施工状 況  

オ  工事 内容の 変更  

カ  工事 監理の 状況  

キ  建築 基準法 及び 消防法 等に係 る検 査の状 況  

ク  工事 施工業 者及 び設計 事務所 （工 事監理 者）へ の支 払状況  

ケ  備品 購入業 者の 選定方 法及び 入札 状況  

コ  その 他  

（ 実施通 知）  

第 ８条  検査の 実施 に当た っては 、法 人等の 代表者 に対 し、事 前に検 査  

 の期日 、検査 担当 者の氏 名その 他必 要な事 項を通 知す る。  

（ 出席者 等）  

第 ９条  検査の 実施 に当た っては 、検 査に対 応でき る法 人等の 役職員 、  

 設計事 務所（ 工事 監理者 ）及び 工事 施工業 者等の 出席 を求め る。  

（ 検査調 書）  

第 １０条  検査は 、別 に定め る社会 福祉 施設整 備に関 する 進行管 理表及 び  

 社会福 祉施設 整備 工事検 査調書 によ り行う 。  

２  社会 福祉施 設整 備に関 する進 行管 理表に ついて 、検 査の２ 週間前 ま  

 でにそ の時点 まで の内容 を記載 し、 福祉部 福祉監 査課 及び施 設整備 を  

 担当す る本庁 担当 課又は 県福祉 事務 所に提 出する もの とする 。  

（ 結果の 講評）  

第 １１条  検査の 終了 後、検 査の結 果に ついて 講評を 行う 。  

（ 結果の 通知等 ）  

第 １２条  検査の 結果 につい ては、 法人 等の代 表者に 対し 、文書 をもっ て  

 通知す る。  

２  文書 による 改善 指導事 項につ いて は、法 人等の 代表 者に対 し、所 定  

 の時期 までに 、そ の改善 状況の 報告 を求め る。  

３  文書 による 改善 指導事 項に対 する 報告に 疑義又 は改 善状況 が不十 分  

 と認め られる 場合 は、追 指導そ の他 の必要 な指導 を行 う。  

（ 関係機 関等と の連 携）  

第 １３条  検査の 重点 事項及 び実施 計画 の策定 、検査 の実 施及び 結果の 処  



 理に当 たって は、関係 課所及 び監査 事務局 と十分 な連 携のも とに行 う。 

（ その他 ）  

第 １４条  この要 綱に 定める ものの ほか 、検査 の実施 に関 し必要 な事項 は  

 別に定 める。  

 

      附  則  

 この要 綱は、 平成 ９年４ 月１日 から 施行す る。  

      附  則  

  この要 綱は、 平成 １０年 ４月１ 日か ら施行 する。  

      附  則  

  この要 綱は、 平成 １１年 ４月１ 日か ら施行 する。  

      附  則  

  この要 綱は、 平成 １８年 ４月１ 日か ら施行 する。  

      附  則  

  この要 綱は、 平成 ２２年 ４月１ 日か ら施行 する。  

      附  則   

 この 要綱は 、平成 ２９年 ４月１ 日か ら施行 する。  

 


